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令和3年6月市臓会教育厚生委員会資料

第 64号臓案令和3年度長崎市」般会計補正予算(第8号)
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民生費

1 概要

新型コロナウィルス感染症の感染判明により放課後児童クラブが閉所となった場合等、新型
コロナウイルス感染症を原因として利用児童がクラブを利用できなかった場合に、・事業者が当
該期間の利用料を利用者へ日割りで返還した額について、事業者へ補助を行うもの。
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2

児童福祉
総務費

目

事業内容

(1)対線期間:令和 3年4月1日から令和 4年3月31日まで

( 2)補正額:9,500 千円

補助単価:@500円く児童1人当たり日額上限)

クラブ利用者総数:6,275 人(R3.4.1 登録児童数)

閉所期間:3日(開所できるまでに必要な平均的な期問)

@500円 X 6,275 人 X 3日=9,412,500円=9,500 千円
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